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 1　上田市自殺対策関連施策一覧（基本施策と重点施策を除く）
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担当課自殺対策の視点事業概要事業名番号

項目1. 地域におけるネットワークの強化

子育て・
子育ち　
支援課　

子育て支援を行う関係団体同士のネットワークを強化し
ていくことは、自殺のリスクを抱えた保護者の早期発見
と支援の強化につながる。

子育て支援施設や子育て団体、関係機関とのネ
ットワークを推進し、多様な情報発信とさまざ
まな主体による子育て支援の仕組みを整えるこ
とにより、多面的な子育て支援を推進する。

子育て支援ネットワー
ク推進事業1

学校教育課

保育園、幼稚園、小学校、中学校間で、児童生徒の家族
の状況等も含めて情報を共有できれば、自殺のリスクを
抱える家庭を包括的・継続的に支援することができる。

保育園、幼稚園、小学校、中学校間で連携し、
スムーズな移行を図るとともに、希望や目標を
もって各学校に入学し、それぞれの学校生活に
スムーズに移行できる児童生徒を育てることを
目的とする。

幼保小中連携事業2

公民館
地域コミュニティの中で、「地域の子どもは地域で育て
る」意識を常に共有し、青少年の「孤立化」を防ぎ見守
る地域づくりにつながる。

地域の中で青少年を育成する意識の向上を図る
ことを目的に、青少年育成市民のつどいや地区
懇談会等を行っている。

地域の青少年育成支援
事業3

項目2. 自殺対策を支える人材の育成

項目3. 住民への啓発と周知

健康推進課

働き盛り世代の方たちに向けた健康づくりのアプローチ
施策を展開することにより、自殺対策を含めた包括的支
援につながる。

協会けんぽ長野支部との包括的連携協定に基づ
き健康づくり事業を双方の情報を共有しながら、
連携、協力を図り実施し、特定健診の受診率向
上や健康づくりの普及・啓発を目指す。

働き盛り世代の健康づ
くり事業1

障がい者
支援課

出前講座の中で、自殺問題とその対応についても周知す
ることにより、当該問題に関する家族等の理解促進につ
ながる。

家族等を対象に、障がいの態様別に出前講座を
開催する。障がい者福祉制度に関

する出前講座の開催2

障がい者
支援課

自立支援協議会の事務局である上小圏域障害者総合支援
センターの職員にゲートキーパー研修を受講してもらう
ことで、必要時には適切な機関へつなぐ等の対応につい
て理解を深めてもらい、自殺リスクを抱えた人の把握、
支援を拡充していくことができる。

障がいを理由とする差別の解消を推進するため、
上小圏域障がい者自立支援協議会に障害者差別
解消支援地域協議会の機能を付与し、相談や紛
争解決に努め、住民や民間事業者等に対し周知
・啓発を行う。

障がい者差別解消推進
事業3

広報シティ
プロモーシ
ョン課

「いのち支える自殺対策」等に関する具体的な取組等があ
る場合は、記者会見の報告項目に盛り込むことで、住民
に対し、施策の更なる周知と理解の促進を図る。

市長自らが、行政施策の発表を行うことにより、
新聞・テレビ等を通じて行政の情報がより効果
的に報道されることが期待される。このことに
より行政と住民との情報の共有化を促進し、住
民とのパートナーシップに基づく行政運営に資
することを目的としている。

 市長定例記者会見4

学校教育課

講演会のテーマとして自殺問題を取り上げることにより、
保護者の間で、子どもの自殺の危機に対する気づきの力
を高めることができる。
役員会の場で相談先の情報等をあわせて提供することで、
子どもへの情報周知のみならず、保護者自身が問題を抱
えた際の相談先の情報提供の機会とすることができる。

各小中学校ＰＴＡが主催する講演会に対し、講
演料の一部を補助する。上田市ＰＴＡ連合会に

よるＰＴＡ講演会コー
ディネート事業

5

人権男女共
同参画課
生涯学習・
文化財課

さまざま人権問題について啓発するなかで、生命の尊さ
を見つめ直す機会につながる。（人権同和教育係）

教育委員会及び関係団体等と連携し、人権意識
を高めるための啓発をし、いのちの大切さにつ
いても学ぶ機会とする。

人権啓発事業6

公民館地域の中で人権意識の向上を図ることを目的に、
地域懇談会等を行う。

地域の人権意識啓発促
進事業7

商工課
健康経営促進に向けたPR案の検討を行うことで、健康
経営の強化を図る起点にもなる。労働者への生きること
の包括的支援につながる。

商工会議所と連携した経営者支援セミナーや、
中小企業経営基盤強化事業の実施等を行う。地域産業の育成・発展

（経営者支援セミナー等）8

項目4. 生きることの促進要因への支援

総務課
ワークライフバランスを推進するため、時間外勤務の縮
減や休暇取得を促進し、職員の心身の健康を図ることが、
自殺対策につながる。

「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」に基づ
くワークライフバランスの推進。

上田市特定事業主行動
計画1

収納管理課

突然の失職や病気など特別の事情により生活が困窮し、
期間内に市税等が納付できない場合は納税相談を行うと
ともに、その他の支援が必要な方に対しては関係機関の
相談窓口を案内する。

住民から納税に関する相談を受け付ける。
納税相談2

市民課

ガイドブックの中に、さまざまな生きる支援に関する相
談先の情報を掲載することで、住民に対して情報周知を
図ることができる。

行政のしくみや、役所における各種手続き方法、
助成制度などの情報のほか、暮らしに役立つ生
活情報を手軽に入手できるためにガイドブック
を発行する。

生活ガイドブックの発
行3
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生活環境課

自殺に至る背景には、近隣関係の悩みやトラブル等が関
与している場合や、悪臭や騒音等の住環境に関するトラ
ブルの背景に精神疾患の悪化等が絡んでいる場合も少な
くない。
公害や環境に関する住民からの苦情相談は、それらの問
題を把握・対処する上での有益な情報源として活用でき
る可能性がある。

住民から公害・環境に関する苦情や相談を受け
付けるとともに、問題の早期解決を図る。

公害・環境関係の苦情
相談4

生活環境課

交通事故の加害者・被害者ともに、事故後にはさまざま
な困難や問題に直面し、自殺リスクが高まる可能性があ
る。
加害者・被害者の双方に相談の機会を提供することは、
自殺リスクの軽減にも寄与しうる。

交通事故に関する相談先の紹介を行う。

交通事故に関する相談5

住宅課
市営住宅使用料等の納付に関する指導及び相談時に、経
済的な支援等が必要と思われる方の情報を関係部局へ伝
達することにより、支援の接点となりうる。

市営住宅使用料等の納付に関する指導及び相談
を行う。市営住宅使用料等収納

対策6

福祉課

言語的、文化的な障壁に加えて、収入面でも困難な状況
にある場合、安定的な生活が送れず、自殺リスクが高ま
る可能性もある。
相談・助言を通じてその他の問題も把握・対応を進める
ことで、生活上の困難の軽減を図ることは、自殺リスク
の軽減にも寄与しうる。

特定中国残留邦人等とその配偶者の方で、世帯
の収入が一定の基準に満たない方を対象に、通
訳派遣や日常生活上の困難に関する相談・助言
を行う。

中国残留邦人等生活支
援事業7

障がい者
支援課

障がい者福祉事業と自殺対策事業との連携可能な部分の
検討を進めることにより、両事業のさらなる連携の促進
を図ることができる。

障害者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児
福祉計画の成果目標に向けた推進を図り、次期
障害者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児
福祉計画の策定を行う。

障害者基本計画・障が
い福祉計画・障がい児
福祉計画の策定と推進

8

障がい者
支援課

センター職員に、ゲートキーパー研修を受講してもらう
ことで、自殺対策の視点についても理解してもらい、問
題を抱えている場合には適切な窓口へつなぐ等、職員の
相談対応の強化につながりうる。

障がい者等の福祉に関するさまざまな問題につ
いて障がい者（児）及びその家族等からの相談
に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障
がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を
行う。加えて、関係機関との連絡調整、その他
障がい者等の権利擁護のために必要な相談支援
の基幹となる相談支援センターを運営する。

障害者基幹相談支援セ
ンター等機能強化事業9

障がい者
支援課

虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援し
ていくことで、背後にあるさまざまな問題をも察知し、
適切な支援先へとつないでいく接点（生きることの包括
的支援への接点）にもなりうる。

障がい者虐待に関する通報・相談窓口を設置す
る。障がい者虐待の対応10

障がい者
支援課

上田市精神保健福祉のしおりに記載されている、生きる
支援に関連する相談窓口の情報を「上田市の福祉のしお
り」に入れ込むことで、障がい者やその家族等に対する
相談機関の周知の拡充を図ることができる。

障がい者とその家族に対して、各種福祉制度の
概要や手続き方法などを紹介するしおりを作成
・配布することにより、障がい者の方々がその
有する能力や適性、ライフステージに合わせて
適切なサービスを利用できるよう情報を提供し、
在宅生活の質の向上や社会参加の促進等を図る。

福祉のしおりの作成11

障がい者
支援課

手当の支給に際して、当事者や家族等と応対する機会を
活用することで、問題の早期発見・早期対応への接点に
なりうる。

日常生活が困難な心身障がい者(児)の福祉の増
進のための手当を支給する。障がい者(児)手当等事

務12

障がい者
支援課

手話奉仕員にゲートキーパー研修を受講してもらうこと
により、障がい者の中でさまざまな問題を抱えて自殺リ
スクが高まった方がいた場合には、適切な支援先につな
ぐ等、手話奉仕員が気づき役やつなぎ役としての役割を
担えるようになる可能性がある。

聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度につ
いての理解ができ、手話で日常生活に必要な手
話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員
を養成する。

手話奉仕員養成事業13

高齢者
介護課

人材育成により、要介護者やその家族に対して適切な支
援を行うことで、不安や悩みが軽減し自殺要因を減らす
ことができる。

地域内の介護事業所等に勤務する職員の技術向
上を図ることにより、介護サービスの維持及び
向上を目指す。

介護職員人材確保推進
事業14

国保年金課

国民年金保険料の免除を希望される方、障害年金を申請
された方は、離職を含め生活面で困難な状況にある可能
性が高いと思われる。また、支払機関からの問い合わせ
には、可能な範囲内での情報の提供により支援のきっか
けとなりうる。

国民年金保険料の免除申請書、障害年金の請求
書の受け付け等を行う。

国民年金の受付業務15

国保年金課

保険税の滞納をしている方は、経済的な困難を抱えてい
る方も少なくない。
納付勧奨等の措置を講じる中で、当事者から状況の聞き
取りを行い、必要に応じてさまざまな支援機関につなげ
る等、支援への接点となりうる。

滞納している短期保険証窓口交付者及び限度額
適用認定証発行申請者へ対し、生活実態の聞き
取り等、納付相談を実施する。

短期保険証の窓口交付
事務及び限度額認定証
の交付事務

16
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国保年金課

医療機関を頻回・重複受診する方の中には、地域で孤立
状態にあったり、日々の生活や心身の健康面等で不安や
問題を抱え、自殺リスクが高い方もいると思われる。
訪問指導の際に状況の聞き取りと把握を行うことで、自
殺のリスクが高い場合には他機関につなぐ等の対応を行
うことができれば、自殺リスクの軽減にもつながりうる。

重複多受診者を訪問指導することにより、被保
険者の健康相談、適正受診の指導を行う。

重複多受診者訪問指導17

健康推進課

自殺予防月間において、自殺対策（生きることの包括的
支援）を取り上げることで、住民への周知、啓発の機会
になりうる。
計画の中で自殺対策について言及することで、自殺対策
との連動性を高めていくことができる。
こころの分野で自殺対策を取り扱う。

（1）計画の推進
計画６分野の行動計画表の作成、課内推進会
議を行う。
（2）計画の周知・広報
　広報うえだ・行政チャンネル、有線において
健康づくりの情報を啓発する。

第三次上田市民健康づ
くり計画推進18

健康推進課

保健師を対象に、自殺のリスクや支援のポイント等に関
する研修を実施することで、自殺対策を踏まえた対応の
強化を図ることができる。

（1）母子健康手帳
安全・安心な妊娠・出産・育児を応援するた

めの情報の掲載や、母子の健康状況を記録する
ための手帳を妊娠届時に交付する。
（2）妊婦一般健康診査
妊娠期の健康や安全な出産ができるよう、妊

婦健診料を補助する。

母子健康手帳交付等19

健康推進課

産後は育児への不安等から、うつのリスクを抱える危険
が高い。出産直後の早期段階から専門家が関与し、退院
後も他の専門機関と連携して適切に支援を継続すること
ができれば、自殺リスクが軽減しうる。

分娩施設退院から一定の期間、助産師等の看護
職が母をケアし、身体的回復と心理的な安定を
促進する。産後ケア事業20

健康推進課
母親の負担や不安感の軽減に寄与しうる。
必要時には別の関係機関へとつなぐ等の対応を取ること
で、包括的な支援を提供しうる。

子どもの発達に関して心理発達相談員等、専門
職が相談に応じる。

心理発達相談・育児相
談、発達を促す相談、
ことばの相談

21

健康推進課

保健師や助産師に対し研修を行い、乳幼児を育てる母親
の抱えがちな自殺のリスクと対応につき理解してもらう
ことで、母親との面談時に異変や困難に気づき、問題が
あれば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえた対応
の強化を図ることができる。

子育てに困ったときの相談を保健師などが受け
るための相談専用電話を設置し、育児に関する
電話相談を行う。育児１１０番22

健康推進課

離乳食に関する相談を通じて、その他の不安や問題等に
ついても聞き取りができるのであれば、問題を早期に発
見し対応するための機会となりうる。

基本的な食生活を学ぶために、取り分け食の調
理実習や試食を含めた、離乳食に関する個別相
談を行う。

プレママクッキング、
乳児健診と教室での離
乳食の話、離乳食と食
事の相談

23

健康推進課

家庭の生活状況や抱える問題等を把握する貴重な機会と
なりうる。
貧困家庭への支援や虐待防止等の各種施策と連動させて
いくことで、乳幼児のみならずその親をも含めて包括的
な支援を展開できる可能性がある。

乳幼児が心身共に健やかに発育、発達するため
に内科医や歯科医、眼科医、整形外科医等の診
察を受けるとともに、保健師や管理栄養士、歯
科衛生士等専門職員が保健指導を行う。

乳幼児健康診査・教室24

健康推進課

さまざまな相談に応じることで、支援が必要な方々との
接触の機会となりうる。
相談の中で状況の聞き取りを行い、必要があれば他機関
につなぐ等の対応を取ることにより、支援への接点とな
りうる。

保健師による健康に関する相談を行う。

健康相談25

健康推進課

精神障がいを抱える方とその家族は、地域社会での生活
に際してさまざまな困難を抱えている可能性がある。
早期段階から社会復帰に向けた支援を専門医や保健師等
が展開し、当人や家族を包括的・継続的に支えていくこ
とで、自殺の軽減につながりうる。

精神障がい者の早期発見・早期治療・社会復帰
促進のため、保健師によるこころの相談を行う。精神障がい者の早期発

見・早期治療・社会復
帰促進

26

健康推進課
アルコールの問題を抱える方は自殺のリスクが一般的に
高く、家族も困難を抱えている場合が多い。断酒会の支
援をすることで自殺予防にもなりうる。

広報等で断酒会について啓発する。
断酒会の啓発27

健康推進課

精神障がいを抱える方とその家族の中でも、特に困難事
例とされる方は自殺リスクの高い方が少なくない。
個別支援を充実させることで、自殺のリスクが高い方々
の自殺防止に向けた有効な取組にもつながりうる。

困難事例対応精神障がい者（疑い含む）及びそ
の家族への個別支援の充実を図る。困難事例対応精神障が

い者と家族への個別支
援の充実

28

健康推進課
国保年金課

健康診断やメンタルヘルスチェックの機会を活かし、問
題がある場合にはより詳細な聞き取りを行うことにより、
専門機関による支援への接点になりうる。

４０歳未満の市民で、健診を受診する機会のない
方を対象に、健診を実施する。

４０歳未満の住民を対象
とした健康診査＝若年
健診

29

健康推進課

健康診断やメンタルヘルスチェックの機会を利用するこ
とで、問題に関する詳しい聞き取りを行ったり、必要な
場合には専門機関による支援につないだりする等、支援
への接点となりうる。

特定健康診査を受けた方に保健指導・健診結果
報告会を行う。生活習慣病予防30
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健康推進課

食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方の中には、
生活苦や身近な支援者の不在など、日常生活上の困難を
抱えて自殺のリスクが高い人も少なくないと思われる。
推進員の講座の中に、自殺対策の視点を入れ込むことに
より、推進員が自殺のリスクを早期に発見し、適切な支
援先へつなぐ等の対応が取れるようになる可能性がある。

地域住民の食生活の改善を図ることにより、生
活習慣病等を予防するため、健康寿命の延伸を
目指す。食生活改善推進協議会

活動31

健康推進課

通常時間外で応急処置が必要な方の中には、精神疾患の
急激な悪化や家族の暴力等、自殺リスクにかかわる問題
を抱えているケースもあることが想定される。
ケースによっては必要な支援先につなぐ等の対応を取る
など、自殺対策と連動させることでより効果的な支援に
なりうる。

（1）休日在宅当番医事業
休診日である日曜日や祝日に当番医が診療を
行う。
（2）平日夜間・深夜在宅当番医事業
夜間に輪番病院が診療を行う。

（3）内科・小児科初期救急センター事業
午後８時から午後１１時までの間、比較的軽症
な内科的な診療を行う。

休日・夜間等診療事業32

保育課

保育士にゲートキーパー研修を実施することで、保護者
の自殺リスクを早期に発見し、他の機関へとつなぐ等、
保育士が気づき役やつなぎ役としての役割を担えるよう
になる可能性がある。

・公立保育園・私立保育園などによる保育・育
児相談を実施する。
・保護者による家庭保育が困難な乳幼児の保育
に関する相談を行う。

保育の実施(公立保育
園・私立保育園など)33

保育課

保育料を滞納している保護者の中で、生活上のさまざま
な問題を抱えて、払いたくても払えない状態かつ必要な
支援につながっていない方の把握に努め、必要な相談窓
口を案内する。

（1）保育所等による保育料納入勧奨指導
園長から滞納者への保育料の納入を呼びかけ
る。
（2）納入しやすい環境整備
　保育料の滞納縮減に努めるとともに、納入し
やすい環境を整える。 
（3）滞納整理の強化
保育料等収納担当職員による滞納者への電話
催告や夜間訪問を実施し、収納業務を強化する。

保育料等納入促進事業34

保育課

子どもの預かりと養育の機会は、保護者や家庭の状況を
知る機会となる。
保護者や家庭が問題を抱えている場合には、必要な支援
先につなぐなど、支援への接点になりうる。

就労・疾病等で乳児の養育ができない保護者に
代わり、児童の健全育成を図る。家庭的保育事業35

子育て・
子育ち　
支援課　

子ども・子育て支援事業と自殺対策とを連動させること
により、妊産婦や子育て世帯への支援強化を図ることが
できる。

子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て
支援施策の推進を図る。子ども・子育て支援事

業計画の推進36

子育て・
子育ち　
支援課　

発達障がいを抱えた人や家族は、日常生活でさまざまな
生きづらさを抱え、自殺リスクの高い方もいる。
相談の機会を、そうした方の抱える問題を把握し、適切
な支援機関につなぐ機会にもなりうる。

０歳から１８歳までのお子さんで発達に関して心
配のある家族等の相談を受け、特性に適応した
支援を実施する。保育園や学校等関係機関との
連携を行い、支援の継続を図る。

発達に関する相談事業37

子育て・
子育ち　
支援課　

子育て支援コーディネーターや子育て支援センター職員
がゲートキーパー研修を受けることで、相談時や子育て
支援センター等の利用時に保護者の自殺リスクを早期に
発見し、他の機関へとつなぐ等、気づき役やつなぎ役と
しての役割を担えるようになる可能性がある。

子育て世代包括支援センター及び子育て支援セ
ンター等で子育て等に関する相談を行う。子育て等に関する相談

事業の実施38

子育て・
子育ち　
支援課　

相談員がゲートキーパー研修を受けることで、自殺のリ
スクを早期に察知し必要な機関へとつなぐ等の対応を強
化できる可能性がある。

家庭における適正な児童養育、その他家庭児童
の福祉の向上を図るための相談、指導を行う家
庭児童相談員を配置する。

家庭児童相談員による
相談事業39

子育て・
子育ち　
支援課　

自立支援員がゲートキーパー研修を受けることで、自殺
のリスクを早期に察知し、必要な機関へとつなぐ等の対
応を強化できる可能性がある。

ひとり親家庭等の相談に応じ、その自立に必要
な情報提供及び助言、職業能力の向上及び求職
活動に関する支援を行い、生活の安定、児童の
福祉の増進を図るため、母子・父子自立支援員
を配置する。

母子・父子自立支援員
による相談40

子育て・
子育ち　
支援課　

母子家庭は経済的困窮をはじめ、さまざまな困難を抱え
て、自殺のリスクの高い方もいる。
施設入所を通じて、そうした家庭を把握するとともに、
心理的なサポートも含めた支援を継続的に行うことで、
自殺のリスクの軽減にもつながりうる。

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にあ
る女子と、その看護すべき児童の母子生活支援
施設への入所を実施し、入所施設の実施運営費
を扶助することで、自立の促進のためにその生
活を支援する。

母子生活支援施設入所
措置41

子育て・
子育ち　
支援課　

子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す
一つのサインであるため、保護者への支援を通じて問題
の深刻化を防ぎ、自殺リスクの軽減にもつながりうる。
被虐待の経験は、子ども自身の自殺リスクや成長後の自
殺リスクを高める要因にもなるため、子どもの自殺防止、
将来的な自殺リスクを抑えることにおいても、児童虐待
防止は極めて重要である。

児童虐待防止対策の充実を図る。

児童虐待防止対策事業42

学校教育課

望まない妊娠や性被害等は、児童生徒の自殺リスクにつ
ながりかねない重大な問題である。
性に関する指導の際に、相談先の一覧が掲載されたリー
フレットを配布することで、児童生徒に相談先情報の周
知を図れる。

産婦人科などの助産師を講師として中学校に派
遣し授業を行うことで、生徒に向けた性に関す
る指導の充実を図る。性に関する指導推進事

業43
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学校教育課
発達障がいに関する庁内関係課同士の連携を進めること
により、包括的な支援体制の強化、生きることの包括的
支援（自殺対策）の向上にも寄与しうる。

発達支援連携会議を行う。（年6回、発達支援
に関する関係課による会議の開催）発達支援に関する情報

の共有及び連携会議44

学校教育課

不登校の子どもが相互に交流できる機会を提供すること
で、当事者同士のつながりの形成と強化を図ることがで
きる。

適応指導教室に通う児童及び生徒が、体験活動
や交流活動等を行うことを通して、自分の良さ
を見つめ直し、困難に立ち向かうたくましい体
や友達を思いやるやさしい心など「生きる力」
を身に付ける。

所外活動の開催45

生涯学習・
文化財課　

交流事業を通じて、学校とは違うコミュニティで自分の
役割や有用性を見出すことができれば、自己有用感の醸
成等に寄与しうる。

（1）上田市子ども会育成連絡協議会補助金
子ども会活動の活性化を図る。

（2）上田市子ども会育成連絡協議による事業
子どもたちの地域を越えた交流・各種体験の

機会創出
（3）野外体験活動の促進に向けた事業
野外体験活動に関わる自治会関係役員を養成

子ども会育成会活動支
援・体験活動促進46

公民館
市民課

お互いに多様性を認め合い、対等な関係を築いていくき
っかけとする。孤独になりがちな外国人が公民館講座を
通じ、上田市民と知り合いになることで不安解消のきっ
かけになる可能性がある。

外国籍の住民と日本国籍の住民がお互いを理解
してよりよい生活を行うことを目的に各種講座
を行う。多文化共生社会講座47

公民館

「文化」「スポーツ」を共通手段として世代間交流を通じ
た地域づくりを進め、高齢者をはじめ、誰もが地域で集
い、憩うことのできる環境づくりにつながる可能性があ
る。

仲間づくりや生きがいづくりのほか、健康増進
や世代間交流を促進するために、文化展や各種
スポーツ大会を行う。交流事業48

公民館

地域に密着した親しみやすい公民館だより(各戸配布ま
たは回覧)を発行し、地域の多くの方に見てもらい、気軽
に最寄りの公民館に出かける機会を作り、生きがいづく
りや仲間づくりにつなげる。

各公民館で行われる講座や行事の情報やサーク
ル等の案内を地域の住民に定期的に広報する。公民館だよりの発行49

スポーツ
推進課

「夢の教室」を行うことにより、地域住民に夢や希望、生
きることへの活力を与える可能性が期待できる。

現役のＪリーグ選手やなでしこリーグ選手、そ
のＯＢ・ＯＧなどのサッカー関係者、及び、他
種目の現役選手、ＯＢ・ＯＧを「夢先生」とし
て、小学校に派遣し、「夢の教室」と呼ばれる授
業を行い、「夢を持つことの大切さ」、「仲間と協
力することの大切さ」などを講義と実技を通じ
て子どもたちに伝える。

JFAこころのプロジ
ェクト
「夢の教室」

50

項目5. 未成年者の自殺対策の強化 

生涯学習・
文化財課　

子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化
・多様化している。地域と学校が連携・協働し、子ども
たちと関わる中で、地域における人々のつながりが生ま
れ、自殺等の抑止力となる可能性がある。

統括コーディネーターや公民館が中心となり、
地域住民等が学校の応援団となって連携・協働
しながら「地域とともにある学校づくり」に取
り組む。
（1）ボランティア交流会（ネットワーク構築）
（2）ボランティア研修会、ガイドブック作成
（スキルアップ）
（3）広報啓発活動　等

信州型コミュニティス
クール
「地域とともにある学
校づくり」

1

生涯学習・
文化財課　

街中の徘徊など、一見すると「非行」と思われる行動が、
実は青少年にとっての「SOS」である場合も少なくない。

青少年の非行防止、健全育成を図るための事業
を実施する。
（1）街頭補導
（2）電話相談窓口を設置
（3）青少年健全育成のための広報啓発活動
・補導センターだより、非行防止チラシ等

少年育成センター事業2



２　主な相談窓口一覧　
◆ 上田市内　精神科・心療内科医療機関　◆

◆　相談機関　◆
【健康】
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診療時間住　所医療機関名称（50音順）〔電話〕
・月、火、金　１０：００～１３：３０、１５：００～１９：００
・土　９：００～１２：３０、１４：００～１８：００
・木　１０：００～１３：３０、１５：００～１８：００ ※不定休あり
＊受付終了時間は診療時間終了の３０分前

天神１-８-１
パレオ３階

あきメンタルクリニック
〔電話　0268-71-0036〕　

＊予約制

・月～土　８：３０～１１：３０（初診の受付は１０:３０まで）
・月、火、木、金　１４：００～１７：００（初診の受付は１６:００まで）

中央西
１-１-２０

安藤病院
〔電話　0268-22-2580〕　

・月～土　８:３０～１２:００（受付時間　７:３０～１１:００）
・月、木、金  １４：００～１６：００（受付時間  １３：００～１５：００）中央東４-６１

千曲荘病院
〔電話　0268-22-6611〕　

＊予約制

・月　８：３０～１１：００
・火、第１・３・５金　１３：００～１７：００
・水、第２・４土　８：３０～１２：００
・木、第１・３土　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

常田３-１５-５８
TOSHIビル
１階

メンタルクリニック上田
〔電話　0268-22-6690〕　

＊予約制

・月、水～土　９：００～１２：３０
（受付時間　７：３０～１１：３０）
・火　９：００～１２：３０（受付時間 ７：３０～１１：３０）
　　　１４：００～１７：３０（受付時間 １３：３０～１６：３０）

塩川３０５７-１
メンタルサポートそよかぜ病院
〔電話　0268-35-0305〕　

＊初診予約制 

電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６８-２３-８２４４相談のうえ決定精神保健福祉相談員による
こころの相談（要予約）上田市役所　健康推進課

０２６８-２３-８２４４相談のうえ決定ひきこもり個別相談

０２６８-２３-８２４４
０２６８-４２-１１１７
０２６８-７２-９００７
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）　
８：３０～１７：１５

保健師によるこころの健康に関
する相談

上田市役所　健康推進課
丸子保健センター
真田保健センター
武石健康センター

０２６８-２５-７１４９

月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）　８：３０～１７：１５

保健師によるこころの健康に関
する相談

上田保健福祉事務所
偶数月：第１火曜日
奇数月：第１木曜日
毎月：第３水曜日
１４：００～１６：００

精神科医師によるこころの健康
に関する相談（要予約）

第４木曜日
１３：００～１６：００

心理職における思春期におけるこ
ころの健康に関する相談（要予約）

０２６-２２７-１８１０月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）　８：３０～１７：１５こころの健康に関する電話相談

長野県
精神保健福祉センター ０５７０-０６４-５５６

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）　
９：３０～１６：００

こころの健康相談統一ダイヤル
〝消えてしまいたい〟〝家族や知
人に死にたいと訴えている人が
いる〟〝身内が自死してつらくて
どうしようもない〟などの自殺
に関する電話相談

０２６５-８１-９９００毎日　１７：３０～翌朝　８：３０
緊急に精神科医療機関を必要と
する方やその家族などを対象と
した電話相談

長野県精神障がい者在宅
アセスメントセンター
「りんどう」



【生活・福祉】
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電話番号相談日・時間相談内容相談機関
０２６８-２３-５３７２
０２６８-４２-１１１８
０２６８-７２-２２０３
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

生活に関する相談上田市役所　福祉課
　丸子市民サービス課
　真田市民サービス課
　武石市民サービス課

０２６８-２３-５１５８
０２６８-４２-１１１８
０２６８-７２-２２０３
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

障がいに関する相談上田市役所障がい者支援課
　丸子市民サービス課
　真田市民サービス課
　武石市民サービス課

０２６８-２７-２９８８

奇数月第２・４木曜日
１０：００～１２：００
偶数月第４木曜日
１０：００～１２：００

女性弁護士による法律相談

市民プラザゆう

０２６８-２７-３１２３
火曜日　１１：００～１８：００
木曜日　１０：００～１７：００
第２・４土曜日　１０：００～１７：００

女性相談員によるなんでも
相談

０２６８-７５-２５３５月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１２：００　１３：００～１６：００

消費生活相談、市民相談、多
重債務相談

上田市役所
上田消費生活センター

０２６８-２２-４１４０第２・４金曜日（祝日、年末年始を除く）
１３：００～１６：００

弁護士による法律相談上田市役所　生活環境課

０２６８-２７-８０８０
０２６８-４２-００３３
０２６８-７２-２９９８
０２６８-８５-２４６６

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

心配ごと相談
（介護、福祉サービス、家庭
内の問題等）

上田市社会福祉協議会
　上田地区センター
　丸子地区センター
　真田地区センター
　武石地区センター

０２６８-７１-５５５２月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

生活や就労などの悩みに関
する相談まいさぽ上田

０２６８-２８-５５２２月～土曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１８：００

障がいのある方や家族の相
談・支援

上小圏域地域障害者自立
生活支援センター

０２６８-２７-２０３９月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１８：００

障がいのある方の就業や生
活に関する相談・支援

上小圏域障害者就業・生
活支援センター（シェイ
ク）

０２６８-２７-２０９１月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

成年後見制度についての相
談

上小圏成年後見支援
センター

０２６８-２７-６０４９月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

法律相談全般
（相談先のご案内）

長野県弁護士会
上田在住会

０２６-２３２-９１１０月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
１２：００～１４：００

消費者トラブル・少額トラブル
（経済問題）常設電話相談

長野県司法書士会 ０２６-２３２-２１１０木曜日（祝日、年末年始を除く）
１２：００～１５：００成年後見常設電話相談

０２６-２３２-２１１０水曜日（祝日、年末年始を除く）
１７：００～１９：００労働トラブル常設電話相談

０１２０-２７９-３３８２４時間３６５日暮らしの中での困りごとや
各種専門相談よりそいホットライン



【仕事】

【子ども】
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電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６８-２６-６０２３月～木曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１２：００

求職・労働相談・職業紹介上田市役所　雇用促進室
（上田市就労サポートセンター）

０２６-２２５-８５３３
※事業主による相
談をお受けします

９：００～１７：００
（相談日は電話で確認）

事業場が抱えるメンタルヘ
ルス対策に関する相談（要予
約）

長野産業保健総合支援セ
ンター

０２６８-２３-８６０９月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

職業相談及び就労支援上田公共職業安定所
（ハローワーク上田）

０２６８-２２-４５００月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：３０

経営相談・事業承継相談上田商工会議所
東信ビジネスリレーセンター

０２６８-４２-２２１３
（丸子本所）
０２６８-８５-２８２３
（武石支所）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

経営相談・事業承継相談

上田市商工会

０２６８-７２-４０５０月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

経営相談・事業承継相談真田町商工会

０２６-２３２-２１０４月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

労働問題無料電話相談長野県弁護士会

０２６８-２３-１６２９
（専用電話）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

労働相談（常設）

東信労政事務所
０２６８-２５-７１４４月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

８：３０～１７：１５
その他の労働相談に関する
問い合わせ

電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６８-２３-４４４４月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

育児に関する電話相談
（育児１１０番）上田市役所　健康推進課

０２６８-２３-２０００月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

ひとり親家庭・児童に関する
相談

上田市役所　
子育て・子育ち支援課

０２６８-２４-７８０１月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

０歳から１８歳までの子どもの
発達に関する相談

上田市役所
発達相談センター

０２６８-２３-８２４４
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

妊娠・出産・子育てについて
の相談
【母子保健コーディネーター】

上田市役所
子育て世代包括支援セン
ター（健康推進課、子育
て・子育ち支援課） ０２６８-７５-２４１６

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

子育てに関する情報や支援
を紹介
【子育て支援コーディネーター】

０２６８-２２-８０８０月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００青少年電話相談上田市少年育成センター

０２６８-２７-０２４１月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

不登校や学校生活に関する
相談上田市教育相談所

０１２０-９９-７７７７毎日（年末年始を除く）
１６：００～２１：００

１８歳までのこどもがかける
専用電話チャイルドラインうえだ



【高齢者】

【その他】

３　自殺対策基本法

４　自殺総合対策大綱

　　「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」についての詳細は、厚生労働省ホームページ自殺対策 を
ご覧ください。
＊厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/index.html
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電話番号相談日・時間相談内容相談機関
０２６８-２３-５１４０
０２６８-４２-１１１８
０２６８-７２-２２０３
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日　８：３０～１７：１５

高齢者の健康・福祉・介
護・認知症などに関する
相談

上田市役所高齢者介護課
　丸子市民サービス課
　真田市民サービス課
　武石市民サービス課

０２６８-２９-２２６６月～金曜日　８：３０～１７：１５神川地域包括支援センター

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

０２６８-２６-７７８８月～金曜日　９：００～１８：００中央地域包括支援センター

０２６８-２５-１１０１月～金曜日　８：３０～１７：３０西部地域包括支援センター

０２６８-２２-２３６０月～土曜日　８：３０～１７：３０城下地域包括支援センター

０２６８-２７-２８８１月～金曜日　８：３０～１８：００
土曜日　８：４０～１２：３０神科地域包括支援センター

０２６８-３７-１５３７月～金曜日　８：４０～１７：３０
土曜日　８：４０～１３：００塩田地域包括支援センター

０２６８-２６-１１７２

月～金曜日　８：３０～１７：１５

川西地域包括支援センター

０２６８-４２-００１５丸子地域包括支援センター

０２６８-７２-８０５５真田地域包括支援センター

０２６８-４１-４０５５武石地域包括支援センター

※相談日・時間についてはいずれも祝日、年末年始を除きます。

電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６-２２３-４３４３
１１：００～２２：００

こころの苦しさ・悩みに
関する相談

長野社
会
福
祉
法
人　
　

長
野
い
の
ち
の
電
話

０２６３-２９-１４１４松本

０５７０-７８３-５５６１０：００～２２：００ナビダイヤル



５　計画策定の経過等

上田市自殺対策計画策定の経過
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内　容会議名等日　程

・策定体制、スケジュール等の決定部長会議２０１８年
７月５日

・１０部局２５課による１１５事業棚卸し（庁内関連事業の把握）の実施７月２０日～
８月１０日

・地域の自殺実態の共有
・自殺対策の理念、目標の共有
・庁内関連事業の確認
・地域関係機関・団体等の把握、確認
 　（「自殺対策検討会議」の構成検討）

第１回上田市自殺対策計画策定庁内会議

８月２４日

・知事メッセージ、市町村間の意見交換上小圏域いのち支える市町村キャラバン９月６日

・計画素々案についての協議第２回上田市自殺対策計画策定庁内会議１０月１日

・地域のさまざまな活動の把握
・計画素々案についての意見交換

第１回上田市自殺対策計画策定検討会議１０月１６日

・行動計画素案作成
　（パブリックコメント用資料）
・評価指標等について協議
・計画推進体制について協議

第３回上田市自殺対策計画策定庁内会議

１０月２９日

・計画案に対する意見を募集
（健康プラザほか８か所、市ホームページ
にて）

パブリックコメントの募集１１月８日～
１２月１０日

・パブリックコメント意見の検討、反映
・計画（素案）の取りまとめ
・計画推進体制設立について

第４回上田市自殺対策計画策定庁内会議２０１９年
１月２２日

・計画（素案）について意見交換
・計画推進体制設立について

第２回上田市自殺対策計画策定検討会議１月２５日

・「上田市自殺対策計画」策定部長会議２月１４日



上田市自殺対策計画策定検討会議委員名簿

オブザーバー
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氏　名職　名機関名

浦 部 秀 幸副会長上田市自治会連合会1

遠 藤 謙 二千曲荘病院院長上田市医師会選出　
　精神科医2

清 野 和 子次長東信労政事務所3

大 池 賢 一生活安全課長上田警察署4

小 高 康 正企業情報学部　教授長野大学5

佐 藤　 暁主任児童民生員部会　部会長民生児童委員会6

篠 崎 晋 也監督・安全課長上田労働基準監督署7

篠 原　 寿統括職業指導官上田職業安定所8

鈴 木 由 美 子健康づくり支援課長上田保健福祉事務所9

千 野 祐 樹社会問題対策委員長野県司法書士会10

遠 山 千 絵 美医療ソーシャルワーカー信州上田医療センター11

戸 島 喜 幸厚生部担当　副会長上田薬剤師会12

平 形 有 子教頭認定NPO法人侍学園スクオーラ・今人13

藤 井 志 織上田支部自殺予防担当長野県弁護士会14

細 川 裕 夫所長まいさぽ上田15

水 上 明 美センター長塩田地域包括支援センター16

元 島　 生統括コーディネーターよりそいホットライン北信越地域センター17

矢 ヶ 崎 雅 哉事務局長上田商工会議所18

吉 田 朋 孝メンタルサポート
そよかぜ病院院長

小県医師会選出　　
　精神科医19

氏　名職　名機関名

塩 津 博 康社会福祉学部　准教授長野大学　
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